
キューバ政府の発表（入国者に対する隔離措置の終了等）について 

 

 キューバ政府は、入国者に対する隔離措置の終了など１１月７日から適用される新たな

水際措置を発表しました。その主な概要は次のとおりです。 

 

１ 入国者に対する強制隔離と空港におけるＰＣＲ検査を廃止する（但し、モニタリング検

査として、ランダムに抽出した入国者に対しＰＣＲ検査を実施する）。 

 

２ 入国者（１２歳未満を除く）に対し、ワクチン接種証明書又は出国前７２時間以内に実

施されたＰＣＲ検査の陰性証明書いずれかの提示を求める。 

 

３ 入国時に新型コロナウイルス又はその他の感染症の兆候又は症状を呈している入国者

は、医療施設に移送の上、ＰＣＲ検査を実施する。 

 

キ ュ ー バ 観 光 省 発 表 ： https://www.mintur.gob.cu/protocolos-sanitarios-para-

viajeros-a-partir-del-7-de-noviembre/ 
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